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O157(腸管出血性大腸菌)は感染力が非
常に強い細菌です。ごく少量でも感染し、

重症化しやすいのが特徴。野外で調理するときは
特に気をつけましょう。

症
状

３日～５日の潜伏期間の後、激しい腹痛、下
痢、血便などの症状が出ます。毒素が強いた
め、乳幼児や高齢者などは重症になると命に
かかわることもあります。

生肉や加熱不足の肉を食べて感染することが
多くあります。また感染者の便から手に菌が
付き、トイレのドアノブなどを介して二次感
染する場合もあります。

●トイレの後、調理や食事の前、動物に触れ
た後は石けんでしっかり手を洗いましょう
●飲食店などで自ら肉類の加熱調理を行って
食べる場合は、お店の人に調理方法を聞い
て中心部まで十分加熱しましょう。また、
生肉に触れたはしで食べてはいけません
●まな板、ボウルなどの調理器具は十分に洗
浄し、消毒しましょう

感
染
経
路

予
防
方
法

市保健所衛生検査課☎(883)1181 
市保健所健康管理課☎(883)1180

問い合わせ

夏場は特に気をつけよう

腸管出血性大腸菌Ｏ
オ ー

157
イチゴーナナ

平成22年度の介護保険料から、市町村民税非課
税世帯で一定の条件を満たすかた(下記 )も減免
の対象となりました。納期限の７日前(年金から引
き落としのかたは減免を受けようとする月の19
日)まで、介護・高齢福祉課へ申請してください。

災害により、住宅、家財などに著しい損害を
受けた
生計を主として維持する者の長期入院、失業
などにより収入が著しく減少した
介護保険料の所得段階が「３」で、世帯員の収
入や資産などの状況により、保険料の納付が
困難と認められる(次の①～⑤をすべて満たす)

①市町村民税非課税世帯
②世帯全員の所得見込額が単身世帯で120万
円、世帯員が１人増えるごとに60万円を加
算した額以下(所得見込額は介護保険料の減
免に使用する所得で、地方税法に規定する
所得と異なります)

③世帯全員の預貯金などの額が一定額以下
④世帯全員が居住用資産など以外に利用でき
る資産を所有していない

⑤別世帯の市町村民税課税者に扶養されていない

介護保険料の減免対象を拡大

減免の対象(該当するかたはご相談ください）

１

３

２

３

14



介護・高齢福祉課(福祉棟２階)
☎(866)2069

問い合わせ

平成22年度分の介護保険料納入通知書(本算定分)を７月１日
にお送りしました。今回の介護保険料額(所得段階)は、平成22年
度の市町村民税の課税状況や合計所得金額などをもとに算定し
たものです。年間の保険料額は納入通知書でご確認ください。

平成22年度 65歳以上のかたの介護保険料
●４月以前から年金引き落とし(特別徴収)
になっているかたは、はがきサイズの通
知書になります
●平成21年度中に65歳になったかたで、
一定の条件に該当するかたは年金引き落
としに変わります。納入通知書をご確認
ください
●平成21年度から、介護報酬が、介護従事
者の処遇改善のため３㌫加算されていま
す。これに伴う介護保険料の急激な上昇
を抑えるため、本来の保険料を減額し、
平成23年度までの３年間で緩やかに保険
料が上がるようにしています
●金融機関での窓口納付(普通徴収)のかた
の保険料納付は、口座振替が便利です

後期高齢者医療制度に加入している75歳以上、または一定
の障がいがある65歳以上のかたに、平成21年中の所得などを
もとに算定した「保険料額決定通知書」と「納入通知書」を７
月13日(火)にお送りします。

①世帯(世帯主と被保険者)の所得の合計が33万円を超え
ない世帯のうち、被保険者それぞれの年金収入が80万
円以下の世帯(年金以外の収入があるかたはその所得が
０円のかた)�均等割額が９割軽減

②世帯の所得の合計が「33万円以下」のかた�均等割額
が8.5割軽減
③世帯の所得の合計が「33万円＋(24万５千円×世帯主を
除く被保険者の数)以下」のかた�均等割額が５割軽減

④世帯の所得の合計が「33万円＋(35万円×被保険者の
数)以下」のかた�均等割額が２割軽減
⑤被保険者の所得から33万円を引いた金額が58万円を超
えないかた�所得割額が５割軽減

⑥後期高齢者医療に加入する前日まで、健康保険(国保、
国保組合を除く)の被扶養者だったかた�所得割額は０
円で、均等割額が９割軽減

＊４段階(特例含む)のかたで、次の①②両方の条件を満たすかたは、２段階
または３段階に変更になります。該当する場合は、ご家族の収入状況など
について申告が必要です。
①…同一世帯に所得税または市町村民税が未申告の20歳～60歳のご家族がいる
②…世帯の全員が市町村民税非課税者である

介護保険

保険料の納付を「特別徴収
(年金から引き落とし)」から
「口座振替」に変更できます

４月から特別徴収になっているかたや、新た
に10月から特別徴収になるかたは、お申し出い
ただければ口座振替に変更できます。被保険者
本人の印鑑、口座振替の預金通帳・お届け印、
保険料額決定通知書を持って、下記の窓口で手
続きしてください。７月30日(金)までに手続き
すると10月の年金から特別徴収が止まります。

後期高齢者医療 保険料(年額)
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
の
計
算
方
法

(100円未満切り捨て。上限額50万円)
＝

＋

所得割額(加入者の所得に応じた分)
(所得－33万円)×7.18％

均等割額(加入者に等しく負担いただく分)
38,925円

●後期高齢医療課　●土崎支所　●西部市民サ
ービスセンター　●アルヴェ駅東サービスセン
ター　●河辺市民センター　●岩見三内連絡所
●雄和市民センター　●大正寺連絡所

後期高齢医療課☎(866)2513

保険料額決定通知書と
納入通知書をお送りします

保
険
料
の
軽
減

納入通知書をお送りしました

問い合わせ

65歳以上
のかたの
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